
財源も実効性も民主的正当性もない。違憲の安保政策の大転換は許されない。 

「2023年安保」のたたかいへ! 

 

12月 16日、岸田内閣は「敵基地攻撃能力」の保有やそのための軍事費大幅増額などを

柱とした「安保関連３文書」を閣議決定しました。これは、明白な憲法九条および国際法

違反となる先制攻撃の準備に日本が着手する可能性をはらみ、また一貫して「専守防衛」

の範囲内で抑制的に安全保障政策を組み立ててきた戦後日本の「平和国家」としてのあり

方を根本的に破壊するものであり、市民連合としてもかねてから反対してきたことです。

私たちは、これを断じて認めることはできません。 

 

政府発表以外の踏み込んだ報道がほとんどないなか、国会で議論されることもなく、そ

の財源も実効性も全く明らかにされないまま、一見穏やかそうに見える岸田首相の手によ

って、更なる憲法破壊が「静かに」なされていることの恐ろしさも感じざるを得ません。

私たちの力不足もあり、市民の抗議行動がまだまだ不十分であることも痛感しています。

「2015 年安保」の大きなうねりをつくった市民はいったいどこへ行ってしまったのか、と

の声も聞かれます。もう、日本の平和主義は終わってしまったのでしょうか。そんなはず

はない、と信じる私たちの抗議行動はつづきます。 

 

かつて特定秘密保護法が可決され、多くの人が天を仰いで「日本の民主主義は終わっ

た」と嘆いた時、「終わったなら、また始めればいい」と立ち上がった若者たちがいまし

た。今度は、私たちが平和主義を新たに始めなおす時です。思い起こせば、2014 年 7月 1

日、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定がなされた時も、まだまだ抗議行動は盛んと

は言い難い「静かな」状況でした。そこから 2015年の市民の大きな抗議行動の広がりが

あり、安保法制が強行採決されてしまった後もなお、今につづくたたかいを支えてきまし

た。 

 

「安保関連３文書」が決定されたと言っても、閣議決定で決めたものは閣議決定で覆す

ことができます。私たち主権者が大きな声をあげて、予算を組ませなければ、計画を頓挫

させられます。まだまだ止められますし、止めねばなりません。今後、財源をめぐる議論

がようやく本格化し、生活と経済を直撃する増税や新規国債の発行、社会保障費等へのし

わ寄せ、その割には何の実効性もない、高いだけのミサイルの購入など、独裁的に決めた

政策転換のコストが遅ればせながらクローズアップされていくに違いありません。そうし

たなかで、初めて私たちが今、歴史の重大な転換点にあることに気づく人も少なくないは

ずです。 

 

「2023 年安保」は起きるのでしょうか。それとも日本の平和主義は終わったのでしょう

か。答えを出すのは私たちです。 

2022年 12月 16日  

安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合 


